
１　選挙人名簿登録資格等

　（１）年齢要件　平成１３年１２月２日までに生まれた者

　（２）住所要件　令和元年９月１日までに当該市町の住民基本台帳に記録され、その後引き続き

 　　　　 　　　　令和元年１２月１日まで住所を有する者　　※注

　（３）登　　録　令和元年１２月１日現在で、同日又は１２月２日に市町選挙管理委員会が登録した。

２　市・町別対前回選挙人名簿登録者総数比較

（単位：人）

   (A)    (B)

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市　計 397,486 430,696 828,182 397,471 431,053 828,524 15 △ 357 △ 342

(0.00) (△ 0.08) (△ 0.04)

町　計 59,494 65,199 124,693 59,599 65,354 124,953 △ 105 △ 155 △ 260

(△ 0.18) (△ 0.24) (△ 0.21)

県　計 456,980 495,895 952,875 457,070 496,407 953,477 △ 90 △ 512 △ 602

(△ 0.02) (△ 0.10) (△ 0.06)

３　対前回比較増減団体調

市町名 増加数 市町名 増加数 市町名 減少数 市町名 減少数

小松市 94 七尾市 △ 179 中能登町 △ 41

白山市 79 加賀市 △ 166 宝達志水町 △ 32

野々市市 62 輪島市 △ 91 穴水町 △ 28

能美市 55 羽咋市 △ 90 内灘町 △ 22

能登町 △ 88 かほく市 △ 4

珠洲市 △ 57 川北町 △ 3

志賀町 △ 46

金沢市 △ 45

　　　　　　の区域内に住所を有しなくなった日後４箇月を経過しないものも登録される。

令和元年9月定時登録

令和元年12月3日

選挙人名簿登録者数（１２月定時登録）

(外線：076-225-1282)

　　※注　　当該市町の区域内から住所を移した年齢満１８年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町の住民票

　　　　　　が作成された日から引き続き３箇月以上登録市町の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町

（単位：人）

対 前 回 増 加 団 体 (４団体) 対 前 回 減 少 団 体 (１４団体）

注）津幡町は増減なし

石川県選挙管理委員会

（内線：3547～3549）

注）Ｃ欄中の（　）は、増減率（％） → （Ｃ）／（Ｂ）

区　分
対前回増減 (A)-(B)   (C)令和元年12月定時登録


